
○山武市中高層建築物指導要綱細則 

平成18年３月27日訓令第64号 

改正 

平成25年11月１日訓令第12号 

平成27年３月30日訓令第54号 

山武市中高層建築物指導要綱細則 

（趣旨） 

第１条 この訓令は、山武市中高層建築物指導要綱（平成18年山武市告示第139号。以下

「要綱」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（事前協議手続） 

第２条 要綱第６条に規定する事前協議を行う事業者は（以下「事業者」という。）、要

綱第５条の規定を遵守し、あらかじめ開発区域が所在する地区の区長の同意を得るもの

とする。 

なお、建築行為事前公開板（別記第４号様式）を住民が見やすい場所に設置するもの

とし、区長及び近隣住宅から要請があった場合は説明会を開催するものとする。 

２ 事業者は、建築事業事前協議申請書（別記第１号様式）に建築事業事前協議確認通知

書（別記第２号様式）、設計説明書（別記第３号様式）及び建築事業事前協議添付図書

（別紙）を添えて、正・副各１部（Ａ４版編冊）を原則として毎月10日までに提出する

ものとする。 

なお、申請書等に不備がある場合は、中高層建築物審査会に付議しないものとする。 

３ 市長は、前項の申請を受理したときはその内容を審査し、必要に応じて建築事業事前

協議指示書（別記第５号様式）により指示事項を通知するものとし、協議が整ったとき

は必要に応じて事業者と協定を締結し、建築事業事前協議確認通知書により通知するも

のとする。 

（工事着手届） 

第３条 事業者は、前条に規定する確認を受けた後、速やかに工事着手前に建築事業に関

する工事着手届（別記第６号様式）を提出するとともに、建築確認済の標識（別記第７

号様式）を開発区域内の見やすい場所に表示すること。 

（工事完了届出） 

第４条 事業者は、工事完了後、速やかに工事完了届出書（別記第８号様式）を提出する

とともに、完了検査に必要な書類を検査時に提出し、検査を受けるものとする。また、

検査において計画どおり施工が完了しているものについて、建築事業に関する工事完了

確認証（別記第９号様式）を交付するものとする。 

（地位の承継） 



第５条 第２条に規定する確認を受けた事業者から、合併、相続等により地位の承継を受

けた事業者は、速やかに建築事業の確認承継届出書（別記第10号様式）を提出するもの

とする。 

２ 第２条に規定する確認を受けた事業者は、開発区域内の土地の所有権その他工事を施

行する権限を譲り渡す場合は、事前に建築事業の同意承継承認申請書（別記第11号様式）

を提出し、建築事業の同意承継承認通知書（別記第12号様式）により承認を受けるもの

とする。 

（関係者の同意） 

第６条 事業者は、第２条に規定する同意取得においては、次に定めるところによる。 

(１) 開発区域内権利者の同意は、建築同意書（別記第13号様式）により取得するもの

とする。 

(２) 開発区域隣接土地所有者の同意は、建築同意書（別記第14号様式）により取得す

るものとする。 

(３) 排水放流先水路等の管理者及び水利権者の同意は、排水同意書（別記第15号様式）

により取得するものとする。 

(４) 開発区域が所在する地区の区長の同意は、建築同意書（別記第16号様式）により

取得するものとする。 

（事業者の責務） 

第７条 要綱第５条第１項に規定する市の土地利用に関する計画とは、山武市総合計画及

び都市計画事業等をいう。なお、当該計画地内における建築行為については、原則とし

て協議に応じないものとする。また、計画地周辺においては、市の計画に適合するよう

配慮しなければならない。 

（開発区域の緑化） 

第８条 要綱第11条第１項に規定する0.3ヘクタール未満の建築行為を施行する場合は、

周辺の状況によって別途協議の上、緑地を確保し、緑化を図るものとする。 

（雨水排水計画） 

第９条 要綱第12条第２項に規定する雨水流出抑制施設を設け、又は河川若しくは水路を

改修しなければならない場合は、次のとおりとする。 

(１) １へクタール以上の建築行為 

(２) 作田川（平成18年３月27日における合併の日の前日における山武郡山武町の区域

に限る。）流域における建築行為 

(３) 河川管理者等が特に必要と認めた建築行為 

（汚水排水計画） 

第10条 要綱第13条第２項に規定する条例に定めるところにより必要な措置を講ずる。 



（上水道及びガス） 

第11条 要綱第14条第２項に規定する施設の設置については、次によるものとする。 

(１) 建築同意までに周辺の水質調査等により、開発区域内の水質を予測すること。 

(２) 完了検査までに開発区域内の水質を調査し、水道法（昭和32年法律第177号）に

定める水質基準に適合した旨の、山武健康福祉センター及び厚生労働大臣の指定を受

けた者の検査報告書を提出すること。 

（日照の確保） 

第12条 要綱第26条に規定する日照条件については、次によるものとする。 

(１) 用途地域が指定されていない区域内にある中高層建築物は、冬至日の真太陽時に

よる午前８時から午後４時までの間において平均地盤面から４メートルの高さの水平

面（建築基準法（昭和25年法律第201号）で日影規制を受ける区域及び開発区域を除

く。）に、次の表の左欄に掲げる範囲において、同表の右欄に掲げる時間以上日影と

なる部分を生じさせることのないものとしなければならない。 

範囲 
開発区域の敷地境界線からの水平距離

が５ｍを超え10ｍ以内の範囲 

開発区域の敷地境界線からの

水平距離が10ｍを超える範囲 

日影時間 ５時間 ３時間 

(２) 用途地域が指定されている区域内にある中高層建築物で、冬至日において、用途

地域が指定されていない土地に日影を生じさせるものは、用途地域が指定されていな

い区域内にある建築物とみなして、前号の規定を適用する。 

(３) 前２号に定めるもののほか、日照の確保については、建築基準法第56条の２（第

２項、第４項及び第５項を除く。）の規定の例による。 

（公共公益施設の帰属及び管理） 

第13条 要綱第32条に規定の公共公益施設の帰属及び管理については、次に定めるところ

による。 

(１) 建築行為により整備される公共公益施設の帰属及び管理については、原則として

次のとおりとする。 

種別 帰属 管理 

敷地内通路 事業者 事業者 

公園 市 市（別途協議） 

緑地・広

場 

事業系 事業者 事業者 

住宅系 市 市（別途協議） 

上水道（本管） 山武郡市広域水道企業団又は市。ただし、千葉県小

規模水道条例による開発区域専用の上水道施設及び



用地については、帰属及び管理ともに事業者とす

る。 

井戸 事業者 事業者 

下水道 下水道法に基づかない開発区域専用の施設及び用地

については、用地、管理とも事業者とする。 

消防水利（消火栓・防火水

槽） 

消火栓：山武郡市広域水

道企業団・防火水槽：市 

市 

 

雨水流出抑制施設 別途協議 別途協議 

学校 小学校 市 市（建設時期等は別途協

議） 中学校 

幼稚園 別途協議 別途協議 

保育所 別途協議 別途協議 

認定こども園 別途協議 別途協議 

衛生施設 事業者 事業者 

集会施設 別途協議 別途協議 

管理施設 別途協議 別途協議 

商業施設 事業者 事業者 

(２) 事業者は、市が管理することとなる施設における移管時期等については、別途協

議すること。 

(３) 事業者は、帰属等を行うときは、帰属（寄附採納）願いについて（別記第17号様

式）を提出するものとする。 

（工事の廃止届） 

第14条 建築確認を受けた工事を廃止するときは、建築確認に関する工事の廃止の届出書

（別記第18号様式）により行うものとする。ただし、着工後の廃止届については、関係

課と十分協議を行った上で提出するものとする。 

（中高層建築物審査会） 

第15条 中高層建築物審査会は、議長及び委員をもって構成する。 

２ 議長は、都市建設部長とする。 

３ 委員は、次の関係課の職員とする。なお、議長は、必要に応じて、その他関係課等の

職員を加えることができるものとする。 

企画政策課、財政課、消防防災課、市民課、農林水産課、環境保全課及び土木課 

４ 中高層建築物審査会は、原則として毎月開催するものとする。 

５ 中高層建築物審査会の庶務は、都市整備課においてこれを処理する。 



附 則 

この訓令は、平成18年３月27日から施行する。 

附 則（平成25年11月１日訓令第12号） 

この訓令は、公示の日から施行する。 

附 則（平成27年３月30日訓令第54号） 

この訓令は、平成27年４月１日から施行する。 

様式目次  

種類 様式 

建築事業事前協議申請書 （正） 別記第１号様式 

建築事業事前協議確認通知書 （副） 別記第２号様式 

確認に付する条件  

設計説明書 別記第３号様式 

建築行為事前公開板 別記第４号様式 

建築事業事前協議指示書 別記第５号様式 

建築事業に関する工事着手届 別記第６号様式 

建築確認済の標識 別記第７号様式 

工事完了届出書 別記第８号様式 

建築事業に関する工事完了確認書 別記第９号様式 

建築事業の確認承継届出書 別記第10号様式 

建築事業の確認承継承認申請書 （正） 別記第11号様式 

建築事業の確認承継承認通知書 （副） 別記第12号様式 

建築同意書 別記第13・14・16号様式 

排水同意書 別記第15号様式 

帰属（寄附採納）願いについて 別記第17号様式 

建築確認に関する工事の廃止の届出書 別記第18号様式 

建築事業事前協議添付図書  

建築事業の審査フロー図  

［資料］誘導居住水準  

 

  



別記第１号様式（第２条関係） 

 

  



第２号様式（第２条関係） 

 

 



 

  



第３号様式（第２条関係） 

 

  



第４号様式（第２条関係） 

 

  



第５号様式（第２条関係） 

 

  



第６号様式（第３条関係） 

 

  



第７号様式（第３条関係） 

 

  



第８号様式（第４条関係） 

 

  



第９号様式（第４条関係） 

 

  



第10号様式（第５条関係） 

 

  



第11号様式（第５条関係） 

 

  



第12号様式（第５条関係） 

 

  



第13号様式（第６条関係） 

 

  



第14号様式（第６条関係） 

 

  



第15号様式（第６条関係） 

 

  



第16号様式（第６条関係） 

 

  



第17号様式（第13条関係） 

 

  



第18号様式（第14条関係） 

 

 



 

 



 

 



 

 


